
 

関市告示第７号 

 

 関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和８年１月７日 

 

                     関市長 山 下 清 司     

 

   関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、食料品、電気、ガス料金等の高騰により著しい影響を受け

る市内の障害福祉事業等を行う事業者に対して関市障害福祉事業等物価高騰

対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することにより、持続的なサービ

スの提供を支援し、安定的な施設運営の継続を確保することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「障害福祉事業等」とは、社会福祉法（昭和２６年法

律第４５号）第２条第２項第２号及び第４号並びに第３項第２号及び第４号の

２に規定する社会福祉事業であって、市長が適当と認める事業をいう。 

 （支援金の交付対象者） 

第３条 支援金の交付対象者は、令和７年１２月１日（以下「基準日」という。）

時点で市内に事業所を有し、かつ、当該事業所で障害福祉事業等を行っている

者とする。ただし、基準日から第５条第１項の規定により支援金の申請をする

日までの間に災害その他やむを得ない事由によらず障害福祉事業等を廃止し、

又は休止（予定を含む。）する者を除く。 

 （支援金の額） 

第４条 支援金の額は、別表に定める額とする。 

 （支援金の交付申請等） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和８

年２月１３日までに関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付申請書（別記



 

様式第１号）に支援金額算定調書（別記様式第２号）を添えて市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金

を交付するかどうかを決定し、関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付

（不交付）決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知する。 

３ 市長は、前項の規定による支援金の交付決定について条件を付けることがで

きる。 

 （支援金の交付等） 

第６条 前条第２項の規定により、支援金の交付決定の通知を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、当該通知を受けた後速やかに関市障害福祉事業等物価

高騰対策支援金請求書（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは支援金を交付するものとする。 

 （支援金の交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定の全

部若しくは一部を取り消し、又は期限を定めて既に交付した支援金の全部若し

くは一部を返還させることができる。 

 （１） 交付決定者が第３条に規定する支援金の交付対象者の要件を満たさな

くなったことが明らかになったとき。 

 （２） 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。 

 （３） 交付決定者が偽りその他不正の行為により支援金の交付決定を受けた

ことが明らかになったとき。 

 （４） その他市長が支援金の交付を適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により、支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消

し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部を返還させるときは、関市障

害福祉事業等物価高騰対策支援金交付決定取消（返還）通知書（別記様式第５

号）により交付決定者に通知する。 

 （委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 



 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年１月７日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に支給決定した支援金に係る第７条の規定の適用については、同日後も、なお

その効力を有する。 

 



 

別表（第４条関係） 

１ 対象となる事業 ２ 金額（１事業所当たり） 

（１）居宅介護、重度訪問介護、同行

援護及び行動援護 

※これらの事業を複数実施している

事業所については、これを一つの事

業所とみなす。 

※共生型サービスを除く。 

１４，２５０円 

（２）就労定着支援、自立生活援助、

居宅訪問型児童発達支援、保育所等

訪問支援及び相談支援（一般、特定

及び障害児） 

※相談支援については、一般、特定及

び障害児に係る相談支援を複数実

施している事業所については、これ

を一の事業所とみなす。 

１４，２５０円 

（３）生活介護、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、短期入所（空

床利用型を除く）、就労移行支援、

就労選択支援、就労継続支援（Ａ

型）、就労継続支援（Ｂ型）、児童発

達支援及び放課後等デイサービス 

※障害者支援施設の日中活動サービ

スを除く。 

※児童発達支援及び放課後等デイサ

ービスを併せて実施している事業

所については、これを一の事業所と

みなす。 

※共生型サービスを除く。 

４５，９３０円に食材料費加算分として

１８，９００円を加えた額 

※食材料費加算については、就労選択支

援及び放課後等デイサービスを除く。 

（４）施設入所支援、共同生活援助、

療養介護、福祉型障害児入所施設、

医療型障害児入所施設、児童養護施

設及び児童心理治療施設 

定員２０人未満 

４２，１５０円に食材料費加算分として

５４，０００円を加えた額 

定員２０人以上４０人未満 

１２６，４５０円に食材料費加算分とし

て１６２，０００円を加えた額 

定員４０人以上６０人未満 

２１０，７８０円に食材料費加算分とし

て２７０，０００円を加えた額 

定員６０人以上８０人未満 

２９５，０８０円に食材料費加算分とし



 

て３７８，０００円を加えた額 

定員８０人以上１００人未満 

３７９，４１０円に食材料費加算分とし

て４８６，０００円を加えた額 

定員１００人以上 

４６３，７１０円に食材料費加算分とし

て７０２，０００円を加えた額 

※事業所数及び利用定員は、令和７年１２月１日時点のものとする。



 

別記様式第１号（第５条関係） 

 

                                 年  月  日 

 

関市長  様 

法人所在地 

法 人 名 

代表者役職 

代表者氏名 

 

  

関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付申請書 

 

 関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付要綱第５条第１項の規定により、次のとお

り申請します。 

 

支援金交付申請額    金           円 

 

 

 添付書類  

・支援金額算定調書 

 

 

 

担当者  

電 話  

ＦＡＸ  

e-mail  

 



 

別記様式第２号（第５条関係） 
支 援 金 額 算 定 調 書 

No. ①事業所番号 
②施設等名 

※指定（更新）通知書に記載されているとおりに入力 
③サービス名 

④令和７年１２月 
 １日時点の定員数 

（注１） 

⑤支援金単価 
（円） 

⑥食材料費 
  加算分（円） 

⑦支援金額 
（⑤＋⑥） 

（円） 

（１）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 
  ※事業所ごとに記載してください。 

1        

2        

3        

                                                                                （１）合計        

（２）就労定着支援、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援（一般、特定、障害児）  

1        

2        

                                                                                （２）合計        

（３）生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、短期入所（空床利用型を除く）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）、  
児童発達支援、放課後等デイサービス 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

                                                                                （３）合計        

（４）施設入所支援、共同生活援助、療養介護、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設  
   ※複数建物がある場合でも、事業所ごとに記載してください。 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

                                                                                （４）合計        

（注１）障害児入所施設の場合は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 27 条に基づいて入所した児童を含むものとする。 
                                                     申請額  （１）合計＋（２）合計＋（３）合計＋（４）合計＝           
※入力方法は「（別紙）様式２入力方法」を参照してください。 
※証拠書類の添付は不要であるが、今後、提示を求める場合があるため、５年間は必ず保管しておくこと。  



 

別記様式第３号（第５条関係） 

関市指令 第   号 

法人所在地 

法 人 名 

代表者役職 

代表者氏名             様 

 

 

関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付（不交付）決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金の

交付につきましては、次のとおり決定しましたので、関市障害福祉事業等物価高騰対策支援

金交付要綱第５条第２項の規定により通知します。 

 

      年  月  日 

関市長          印  

 

決 定 の 内 容 交付・不交付 

支 援 金 の 額            円 

不 交 付 の 理 由 
 

備 考 
 

注意事項  

  交付決定者が関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付要綱第３条に規定する支援

金の交付対象者の要件を満たさなくなったことが明らかになったとき、交付決定者がこの

告示の規定に違反したとき、交付決定者が偽りその他不正の行為により支援金の交付決定

を受けたことが明らかになったときその他市長が支援金の交付を適当でないと認めたと

きは、支援金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金の全

部若しくは一部を返還させることがあります。 



 

別記様式第４号（第６条関係） 

年  月  日 

 関市長 様 

法人所在地 

法 人 名 

代表者役職 

代表者氏名 

 

関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金請求書 

 

     年  月  日付け関市指令 第   号で交付決定を受けた関市障害福祉事

業等物価高騰対策支援金の交付を受けたいので、関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交

付要綱第６条第１項の規定により請求します。 

記 

 

１ 請求金額  金             円 

 

２ 振 込 先   

金 融 機 関 名 

             銀 行 

             金 庫 

             組 合 

             農 協 

         本 店 

         支 店 

         出張所 

預 貯 金 種 別 普通・当座 
口 座 番 号 

記 号 番 号 
 

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 

担当者  

電 話  

ＦＡＸ  

e-mail  



 

別記様式第５号（第７条関係） 

関市指令 第   号 

 

所在地 

法人名 

代表者氏名             様 

 

 

関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付決定取消（返還）通知書 

 

 次のとおり、    年  月  日付け関市指令 第   号に 

 

よる関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金の交付の決定の全部（一部）を取り消した 

                                        

より交付した関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金の全部（一部）の返還を決定した 

 

ので関市障害福祉事業等物価高騰対策支援金交付要綱第７条第２項の規定により通知しま

す。 

 

      年  月  日 

関市長          印  

 

 

取消し・返還の内容 

 

取消し・返還の理由 

 

返 還 額 円 返 還 期 限     年  月  日 


